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○福岡県興行場の衛生措置基準等に関する条例施行規則 

昭和五十九年九月二十九日 

福岡県規則第五十九号 

福岡県興行場の衛生措置基準等に関する条例施行規則を制定し、ここに公布する。 

福岡県興行場の衛生措置基準等に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、福岡県興行場の衛生措置基準等に関する条例（昭和五十九年福岡県条

例第十七号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（許可申請書等） 

第二条 条例第三条に規定する申請書は、興行場営業許可申請書（様式第一号）とし、同条

第二項に規定する図書は次のとおりとする。 

一 申請者が法人の場合にあつては、当該法人の定款又は寄附行為の写し 

二 興行場の敷地の周囲から三百メートルの区域内に在する建築物等の用途別の現況を

明示した図面（以下「見取図」という。） 

三 興行場の構造設備を明らかにした配置図、各階平面図、観覧席配置図及び立面図 

四 興行場の営業の用に供する建築物のうち、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）

及び消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）による確認又は検査を要するものについ

ては、当該確認又は検査を受けたことを証する書面の写し 

五 観覧室等における換気量の計算書 

２ 前項の規定にかかわらず、興行場の臨時営業（既設又は仮説の施設を利用して、六十日

以内の期間、興行場を経営することをいう。）の許可に係る申請書は、臨時興行場営業許

可申請書（様式第二号）とし、添付しなければならない図書は、見取図並びに興行場の構

造設備を明らかにした平面図及び立面図とする。 

３ 条例第三条第一項第四号の入場者の定員は、次のとおりとする。 

一 固定式のいす席を設ける部分にあつては、当該いす席の数に対応する数 

二 立見席を設ける部分にあつては、当該床面積を〇・二平方メートルで除して得た数 

三 その他の部分にあつては、当該床面積を〇・五平方メートルで除して得た数 

４ 条例第三条第一項第五号の規則で定める事項は、営業施設の構造設備の概要とする。 

（平五規則一七・平一二規則七一・一部改正） 

（営業許可書） 

第三条 保健福祉環境事務所長及び保健福祉事務所長は、興行場の営業の許可をしたときは、
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営業許可書（様式第三号）を申請者に交付する。 

（平九規則六五・平一四規則六〇・平二一規則三九・一部改正） 

（変更等の届出書） 

第四条 条例第四条の規定による届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に

掲げる図書を添付して、同表の下欄に掲げる届出書により行うものとする。 

区分 図書の種類 届出書 

許可申請書記載事

項変更届出 

構造設備の変更にあつては変更前及び変更後の状

況を明らかにした図書、その他の変更にあつては変

更後の事項を明らかにした図書 

営業許可申請書記

載事項変更届出書

（様式第四号） 

廃止（停止）届出 営業許可書（停止届出を除く） 廃止（停止）届出

書（様式第五号） 

（営業者の地位の承継の届出書） 

第四条の二 条例第四条の二に規定する届出書は、相続の場合にあつては様式第六号の一、

合併の場合にあつては様式第六号の二、分割の場合にあつては様式第六号の三、譲渡の場

合にあつては様式第六号の四によるものとする。 

２ 相続人が二人以上ある場合における前項の届出書には、興行場営業者相続同意証明書

（様式第七号）を添付しなければならない。 

３ 営業者は、第一項の届出書に記載した事項に変更があつたときは、その日から十日以内

に興行場営業承継届記載事項変更届（様式第八号）を保健福祉環境事務所長又は保健福祉

事務所長に提出しなければならない。 

（昭六一規則四四・追加、平九規則六五・平一三規則四八・平一四規則六〇・平二

一規則三九・令五規則四五・一部改正） 

（構造設備の基準） 

第五条 条例第六条第四号に規定する機械換気設備（空気調和設備を含む。以下同じ。）の

基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる観覧室等用の設

備であつて入場者定員一人あたり毎時二十立方メートル以上の清浄な外気を供給するこ

とができるものであり、かつ、当該設備は、保守点検及び整備を容易に行うことができる

構造のものであること。 

区分 設備 

地下にある観覧室等及び床面積

の合計が四百平方メートル以上の

第一種換気設備（給気用送風機及び排気用送風機を有

する機械換気設備をいう。以下同じ。） 
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地上にある観覧室等 

床面積の合計が四百平方メート

ル未満の地上にある観覧室等 

第一種換気設備又は第二種換気設備（給気用送風機及

び自然排気口を有する機械換気設備をいう。） 

（平五規則一七・一部改正） 

（衛生措置の基準） 

第六条 条例第七条第二号に規定する観覧室等の空気環境についての基準は、次のとおりと

する。 

一 炭酸ガスの含有率は、百万分の千以下であること。 

二 浮遊粉じんの量は、空気一立方メートルにつき、〇・一五ミリグラム以下であること。 

（平五規則一七・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。 

（福岡県興行場法施行細則の廃止） 

２ 福岡県興行場法施行細則（昭和二十三年福岡県規則第五十八号）は、廃止する。 

附 則（昭和六一年規則第四四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成五年規則第一七号） 

この規則は、平成五年四月一日から施行し、改正後の福岡県興行場の衛生措置基準等に関

する条例施行規則の規定は、この規則の施行後に申請されたものについて適用する。 

附 則（平成九年規則第六五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用す

ることができる。 

附 則（平成一二年規則第七一号） 

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成一三年規則第四八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一四年規則第六〇号）抄 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成十四年九月一日から施行する。 

附 則（平成二一年規則第三九号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。 

附 則（平成二八年規則第一三号） 

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則（令和二年規則第六八号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用

することができる。 

附 則（令和三年規則第二六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和五年規則第四五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用

することができる。 
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